
京
都
大
学
防
災
研
究
所
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
防
災
研
究
所
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
所
長
）

第
三
条
の
二

防
災
研
究
所
に
、
副
所
長
三
名
を
置
く
。

２

副
所
長
は
、
防
災
研
究
所
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
所
長
が
指
名
す
る
。

３

副
所
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
所
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
所
長
は
、
所
長
の
職
務
を
助
け
る
。

「

地
盤
災
害
研
究
部
門

「
地
震
防
災
研
究
部
門

第
八
条
中
「
総
合
防
災
研
究
部
門
」
を
「
社
会
防
災
研
究
部
門
」
に
、

水
災
害
研
究
部
門

を

地
盤
災
害
研
究
部
門

に
改
め
る
。

大
気
災
害
研
究
部
門
」

気
象
・
水
象
災
害
研
究
部
門
」

「
水
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

第
九
条
第
一
項
中
「
災
害
観
測
実
験
セ
ン
タ
ー
」
を
「
巨
大
災
害
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、

を
削
り
、

巨
大
災
害
研
究
セ
ン
タ
ー
」

「
斜
面
災
害
研
究
セ
ン
タ
ー

「
斜
面
災
害
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を

流
域
災
害
研
究
セ
ン
タ
ー

に
改
め
る
。

水
資
源
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
」

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
研
究
体
制
）

第
九
条
の
二

第
八
条
に
掲
げ
る
研
究
部
門
と
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
附
属
研
究
施
設
と
の
横
断
的
研
究
を
推
進
す
る
た
め
の
単
位
と
し
て
、
総
合
防
災
研
究
グ

ル
ー
プ
、
地
震
・
火
山
研
究
グ
ル
ー
プ
、
地
盤
研
究
グ
ル
ー
プ
及
び
大
気
・
水
研
究
グ
ル
ー
プ
を
設
け
る
。

２

総
合
防
災
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
社
会
防
災
研
究
部
門
及
び
巨
大
災
害
研
究
セ
ン
タ
ー
で
構
成
す
る
。

３

地
震
・
火
山
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
地
震
災
害
研
究
部
門
、
地
震
防
災
研
究
部
門
、
地
震
予
知
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
火
山
活
動
研
究
セ
ン
タ
ー
で
構
成
す
る
。

４

地
盤
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
地
盤
災
害
研
究
部
門
及
び
斜
面
災
害
研
究
セ
ン
タ
ー
で
構
成
す
る
。

５

大
気
・
水
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
気
象
・
水
象
災
害
研
究
部
門
、
流
域
災
害
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
水
資
源
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
で
構
成
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


